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国 地 契 第 １ ０ ４ 号

平成２５年３月２５日

各地方整備局長 殿

国土交通省大臣官房長

「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」の一部改正について

標記について、「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」（昭和 45 年 12
月 10 日付け建設省厚第 50 号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏な

きよう措置されたい。

記

第２第二号イ、第３本文、第３の２（見出しを含む。）、第４見出し、第４第１項、第

５第一号、第５第二号、第５の２第３項、第６見出し、第６本文、第７第１項、及び第

８中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資格審査｣に改める。

第２第二号イ及び同号ロ中｢営業年度｣を｢事業年度｣に改める。

第２第二号イ及び第４第２項第六号中｢各事業（営業）年度｣を｢各事業年度｣に改める。

第２第二号ハ中｢別表｣を｢別表１｣に改める。

第４第３項中｢第４号｣を｢第四号｣に、｢第７号｣を｢第七号｣に改める。

第４第４項中｢第１号｣を｢第一号｣に、｢第２号｣を｢第二号｣に、｢第５号｣を｢第五号｣に、

｢第３号｣を｢第三号｣に、｢第６号｣を｢第六号｣に改める。

第４第５項本文中｢第４号｣を｢第四号｣に、｢第３号｣を｢第三号｣に、｢第６号｣を｢第六号｣

に改める。

第５の２第２項中｢第４号｣を｢第四号｣に、｢第７号｣を｢第七号｣に改める。

第５の２第３項中｢管轄区域（国土交通省組織令（平成12年政令第255号）第206条第１

項に規定する管轄区域をいう。第12第３項において同じ。）｣を｢受付担当部局（別表２に

掲げるところによるものとする。第12第３項において同じ。）｣に改める。

第６第一号中｢第１号｣を｢第一号｣に、第二号中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第12第３項中｢管轄区域｣を｢受付担当部局｣に改める。

第13第１項中｢第１号｣を｢第一号｣に改める。
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別表を別表１として次のように改める。
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別表２を次のように加える。
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様式８を次のように改める。
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別添を次のように改める。
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附 則

この要領による改正後の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領は、平

成25年度以降に締結する契約に関する事務処理について適用する。


